
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

三

五

三

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
五
三
号

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
宮
川
伸
君
提
出
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
の
管
理
状
況
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
川
伸
君
提
出
イ
ラ
ク
に
派
遣
さ
れ
た
陸
上
自
衛
隊
の
日
報
の
管
理
状
況
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
年
五
月
十
一
日
内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
四
九
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
二
か
ら

五
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
イ
ラ
ク
日
報
の
保
有
状
況
に
関
す
る
記
録
」
と
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動

及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
陸

上
自
衛
隊
の
部
隊
が
作
成
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
日
報
」
に
つ
い
て
、
当
該
「
日
報
」
の
取
得
の
有
無
、
取
得
し
た
日
又
は

廃
棄
さ
れ
た
日
と
い
っ
た
保
有
状
況
に
つ
い
て
の
記
録
を
意
味
し
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

前
回
答
弁
書
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
は
、
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
「
日
報
」
の
保
有
状
況
に
つ
い
て
の

記
録
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
五
月
九
日
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
旨
を
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
イ
ラ
ク
派
遣
陸
自
部
隊
又
は
イ
ラ
ク
派
遣
空
自
部
隊
の
派
遣
期
間
中
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
」
の
意

一



味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
つ

い
て
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
。
以
下
「
公
文
書
管
理
法
施
行

令
」
と
い
う
。
）
別
表
に
お
い
て
そ
の
保
存
期
間
が
無
期
限
と
さ
れ
て
お
り
、
随
時
更
新
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
、
行
政
文
書
及
び

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
当
該
行
政
機
関
の
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
系
統
的
に
分
類
し
、
分
か

り
や
す
い
名
称
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成

二
十
三
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
。
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
や
当

該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
含
ま
れ
る
行
政
文
書
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
を

端
的
に
示
す
複
数
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
等
に
留
意
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い

て
、
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
行
政
文
書
フ

ァ
イ
ル
を
廃
棄
し
た
場
合
は
、
そ
の
廃
棄
日
等
を
移
管
・
廃
棄
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二



防
衛
省
と
し
て
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
名
称
の
設
定
に
関
す
る
も
の
を
含
め
、
行
政
文
書
の
管
理
に
係
る
関
係
法
令

に
の
っ
と
っ
た
適
切
な
行
政
文
書
管
理
を
行
う
よ
う
、
今
後
と
も
、
職
員
に
周
知
徹
底
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三


